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腹日時・期間　複場所　覆対象　淵内容　弗持ち物　払定員　沸費用　仏申し込み　物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　案内おしらせＨＯＴコーナー　案内

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

案
内
案
内

会
議
の
開
催

●
第
１
回
八
潮
市
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
の
傍
聴

腹
８
月
28
日
㈮　

午
前
10
時
〜
正
午
（
受

付
＝
午
前
９
時
30
分~

10
時
）

複
教
育
委
員
会
会
議
室
（
市
役
所
別
館
）

淵
青
少
年
健
全
育
成
事
業
の
進
捗
状
況
な

ど
に
つ
い
て

払
10
人
（
当
日
先
着
順
）

物
社
会
教
育
課
☎
焚
３
６
５

文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
お
よ
び

エ
イ
ト
ア
リ
ー
ナ
（
鶴
ケ
曽
根
体

育
館
）
の
臨
時
休
館

　

館
内
整
備
の
た
め
、
休
館
し
ま
す
。

腹
９
月
１
日
㈫
・
２
日
㈬

物
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
☎
996･

５
１

２
６中

小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
中
小
企
業
で
働
く
従
業

員
の
た
め
の
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。
国

の
掛
金
助
成
、
掛
金
の
全
額
非
課
税
な
ど

の
有
利
な
特
典
の
ほ
か
、
パ
ー
ト
の
た
め

の
特
例
掛
金
月
額
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://chutaiky

o.taisyokukin.go.jp/
）
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

物
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部
☎
03

・
６
９
０
７
・
１
２
３
４

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
資
格
認
定
共
通
試
験

腹
11
月
１
日
㈰

複
埼
玉
工
業
大
学
（
深
谷
市
）

覆
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⑴
高
等
学
校
の
土
木
工
学
科
ま
た
は
こ
れ

に
相
当
す
る
課
程
を
修
了
し
て
卒
業
し
た

方⑵
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
方
で
、
排
水
設

備
工
事
等
の
設
計
ま
た
は
施
工
に
関
し
、

１
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
方

⑶
排
水
設
備
工
事
等
の
設
計
ま
た
は
施
工

に
関
し
、
２
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す

る
方

⑷
⑴
〜
⑶
に
準
ず
る
方

沸
１
万
円

仏
９
月
18
日
ま
で
（
必
着
）

※
詳
し
く
は
、
受
験
案
内
（
下
水
道
課
で

配
布
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

物
下
水
道
課
☎
焚
４
２
２

シ
ル
バ
ー
・
ド
ラ
イ
バ
ー
・
ド
ッ
ク

腹
９
月
28
日
㈪　

午
前
９
時
〜

複
八
潮
自
動
車
教
習
所
（
木
曽
根
511
）

覆
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
で
普
通
免
許
以

上
の
免
許
を
所
持
し
て
い
る
方

淵
教
習
指
導
員
に
よ
る
自
動
車
運
転
の
安

全
度
チ
ェ
ッ
ク
、安
全
運
転
の
ア
ド
バ
イ
ス

沸
無
料

仏
９
月
14
日
ま
で
に
、
草
加
警
察
署
交
通

課
（
☎
943･

０
１
１
０
）
へ

マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
ま
い
ト
ラ

ブ
ル
・
管
理
無
料
相
談

　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
相
談
を
お
受
け

し
ま
す
。

腹
８
月
20
日
㈭　

午
後
６
時
〜
９
時

複
八
潮
メ
セ
ナ
・
ア
ネ
ッ
ク
ス
多
目
的
ホ

ー
ル
Ａ

物
都
市
デ
ザ
イ
ン
課
☎
焚
２
７
０
、
埼
玉

県
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
会
☎
048･

711･

９
９

２
５

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら

ご
出
席
を

　

交
通
事
故
、
詐さ

欺ぎ

、
脅
迫
な
ど
の
犯
罪

の
被
害
に
あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が
そ
の

事
件
を
起
訴
し
て
く
れ
な
い
な
ど
、
検
察

官
の
し
た
処
分
が
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か

を
審
査
す
る
機
関
と
し
て「
検
察
審
査
会
」

が
あ
り
ま
す
。
検
察
審
査
会
で
は
11
人
の

審
査
員
が
こ
の
審
査
を
し
ま
す
。
審
査
員

は
、選
挙
権
を
持
つ
方
の
中
か
ら
「
く
じ
」

で
選
ば
れ
ま
す
。
審
査
員
に
選
ば
れ
た
と

き
は
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
検
察
審
査
会
の
制
度
を
ド
ラ
マ

形
式
で
紹
介
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

物
さ
い
た
ま
第
一
検
察
審
査
会
事
務
局

（
さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
内
）
☎
048
・
863

・
８
７
１
４

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
害
者
の

人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」
強
化
週
間

　

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
と
埼
玉
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
は
、
高
齢
者
や
障
が
い

者
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の
解

決
を
図
る
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、「
高

齢
者
・
障
害
者
の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」

強
化
週
間
を
設
定
し
、
通
常
の
受
付
時
間

を
延
長
す
る
な
ど
し
て
、
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。

腹
９
月
７
日
㈪
〜
13
日
㈰　

午
前
８
時
30

分
〜
午
後
７
時
（
９
月
12
日
・
13
日
は
午

前
10
時
〜
午
後
５
時
）

淵
電
話
相
談
☎
０
５
７
０･

003･

110

相
談
担
当
者　

法
務
局
職
員
、
人
権
擁
護

委
員
※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

物
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
☎

048･

859･

３
５
０
７

　市では、携帯用簡易測定器により、市内
公共施設、小・中学校、保育所などにおけ
る空間放射線量（地上5センチメートル、
50センチメートル、1メートル）の測定を
定期的に行っています。
　平成27年7月7日・8日に公共施設等59地
点の測定を行った結果、国が示す基準値で
ある毎時0.23マイクロシーベルトを超える
地点はありませんでした。
　また、4月に小・中学校、保育所などの
測定を行った結果は、同様に基準値以下で
した。
　各測定地点の測定結果について、詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、お問
い合わせください。

市内全域における
放射線量の測定結果

7月

物環境リサイクル課☎焚３５２

物企画経営課☎焚４７６物社会教育課☎焚３６５、人権・男女共同参画課☎焚８１１

八潮市まち・ひと・しごと
創生総合戦略を策定します

　2008年に始まった人口減少は、今後加速度的に進み、2060年には
日本の人口は8,674万人になると推計されています。
　政府は、人口減少に歯止めをかけ、2060年に1億人程度の人口を
確保するため、平成26年12月27日に国のまち・ひと・しごと創生総
合戦略を閣議決定し、地方自治体にも総合戦略の策定を求めていま
す。
　これらの状況を踏まえ、本市においても、人口の現状と将来の展
望を提示する人口ビジョンを策定し、将来にわたって活力ある社会
を維持するための目標や具体的な施策などをまとめた八潮市まち・
ひと・しごと創生総合戦略（計画期間：平成27年度～31年度）を策
定することとしました。
　現在、計画の策定に向けた検討を進めており、7月21日には、市
民代表、産業、大学などの高等教育、金融、雇用などの各分野の有
識者を含む10人を構成員とした、八潮市まち・ひと・しごと創生総
合戦略審議会の第1回会議を開催しました。
　第1回会議では、八潮市
まち・ひと・しごと創生総
合戦略（素案）について諮
問しました。
　今後、審議会および庁内
において検討を進め、平成
27年度中に八潮市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略を
策定する予定です。

　人口のほぼ4人に1人が65歳以上の高齢者となり、少子化の傾向もあいま
って、今後さらに高齢化が進みます。
　こうした高齢化に対応するため、高齢者が安心して暮らすことのできる
社会の形成にむけてさまざまな取り組みが行われています。
　しかし、豊かな経験や知識がありながらも、年齢を理由に就業や社会的
活動への参加が制限されたり、また、介護を必要としている高齢者に対し、
介護者などが肉体的・心理的に虐待を加えるなど、高齢者の人権にかかわ
る問題が起きています。
　こうしたことから、広い意味での社会保障制度の充実を図ることはもち
ろん、それぞれの家庭や地域社会で、高齢者との日常的な交流を通じて、
世の中にある「老い」に対する偏見をなくし、高齢者の豊かな経験や知識
が十分に活かされるような環境をつくっていくことがとても重要になって
きます。
　人は誰でも老いていくものです。
　高齢者が社会を構成する一員として、年齢にかかわりなく意欲と能力に
応じて、その人らしく自立して生きることができる社会をつくるためには、
私たち一人ひとりが高齢者の人権についての認識を深め、尊重していくこ
とが大切です。

　埼玉県では、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる
社会」の実現に向けて、県、市町村はもちろん県民総ぐるみで、「人権尊
重社会をめざす県民運動」を展開しています。

子どもの人権 ～高齢者と共に
　歩める社会を～

人 権 そ れ は 愛

8月は「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です。


































 八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）について諮問

（左から多賀谷会長、大山市長）


